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変更届提出書類一覧（就労継続支援 A 型） 
 

■届出について 

・サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数

の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。 

・届出の期限は変更日から１０日以内となっています。 

・届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。 

また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁し

て一括で届出てください。（例：事業所移転に伴う管理者の変更等) 

なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きす

る場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。 

・変更内容によってはメール提出が可能な場合があります。メールでの提出をご希望の場合はご相談ください。 

■提出書類 

・内容によっては必要となる書類が変わることがあります。 

 

 

変更する事項 提出書類 届出方法 留意点 

 

事業所の名称 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□運営規程 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

 

郵 送 

 

 

事業所の所在

地（移転） 

改めて事前協議が必要になります。移転を検討する段階で

お早めにご相談ください。 

 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□運営規程 

□事業所の平面図（参考様式５） 
・障害者支援施設等の一画に事務所を設置する場合は施設内の位

置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となりま

す。 

□事業所内外の写真(カラーに限る)  

□居室面積等一覧表（参考様式６） 

□設備・備品等一覧表（参考様式７） 

□土地・建物の賃貸借契約書写し又は登記簿謄本 

□建築基準法による検査済証等の写し 

□防火対象物使用開始(変更)届の写し 

□損害賠償発生時の対応方法を明示する書類（損害賠償保

険証等）の写し 
※損害賠償保険について、移転に伴い手続きが必要な場合があり

ますので、保険会社への確認等対応をお願いします。 

□変更届・介給届連絡票※３ 
 

 

 

来 庁 

柏原市域を越える移転の場合

は、届出先や届出方法が異なり

ますので、「権限移譲に伴う事業

所を移転する場合の注意事項に

ついて」を参照し、移転前に所

轄行政庁にご相談ください。 

 

区画整理等により住居表示が変

更になった場合は運営規程の変

更になります。 

 

移転先に同一法人の運営する他

の指定事業所がある場合、当該

指定事業所の専用区画等の変更

が必要になる場合があります。 

次ページへ続く 
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◆サービスの情報の変更 提出書類 続き 

変更する事項 提出書類 届出方法 留意点 

 

事業所の建物

の構造概要及

び平面図並び

に設備の概要 

改めて事前協議が必要になります。事前にご相談ください。 

①増築をしない場合 

□変更届出書（様式第４号） 

□事業所の平面図（変更前及び変更後）（参考様式５） 
・障害福祉施設等の建物の一画に事務所を設置している場合は施設

内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要と

なります。 

□事業所内外の写真(カラーに限る)（変更部分のみ） 

□居室面積等一覧表（参考様式６） 

□設備・備品等一覧表（参考様式７） 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

②増築をする場合は①の書類に加えて以下の書類添付 

□土地・建物の賃貸契約書の写し又は登記簿謄本 

□建築基準法による検査済証等 

□防火対象物使用開始（変更）届の写し 

 

 

来 庁 

同一所在地に同一法人の運営す

る他の指定事業所がある場合は

当該事業所の届出が必要になる

場合があります。 

 

・主たる事業所

において既に

指定を受けて

いる事業を従

たる事業所に

新たに追加 

・従たる事業所

において既に

指定を受けて

いる事業を主

たる事業所に

新たに追加 

 

改めて事前協議が必要になります。事前にご相談ください。 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□運営規程 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-2） 

□従業者の資格を証明するもの（資格要件の定められてい

る職種のみ） 

□変更前及び変更後の平面図（参考様式５） 

□事業所内外の写真 

□居室面積等一覧表（参考様式６） 

□設備・備品等一覧表（参考様式７） 

□指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由

（参考様式１５） 注２ 

□土地･建物の賃貸契約書の写し又は登記簿謄本 

□建築基準法による検査済証等 

□防火対象物使用開始(変更)届の写し 

□損害賠償発生時の対応方法を明示する書類(損害賠償保

険証等) 

□介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等関係書類 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

来 庁 

注２主たる対象者を特定しない

場合は、参考様式１５は不要で

す。 

 

 
事業所の追加に伴い、サービス管

理責任者の配置が新たに必要に

なる場合は、当該変更に係る必要

書類も添付してください。 

 

 

 

管理者の 

氏名及び住所 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□経歴書(参考様式２) 

□誓約書(参考様式１４－２) 

□変更届・介給届連絡票※３ 
 

[ 婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示の変更等

による住所変更のみの場合 ] 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

郵 送 

 

次ページへ続く 

 

 

 

 

 

 

◆サービスの情報の変更 提出書類 続き 

変更する事項 提出書類 届出方法 留意点 
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サービス管理

責任者の 

氏名及び住所 

 

 

 

 

 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

☐経歴書（参考様式２） 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-2） 

□資格を証する書類の写し 

□実務経験証明書（参考様式３） 

□相談支援従事者研修修了証の写し（講義部分を修了して

いることがわかるもの） 

☐サービス管理責任者研修（基礎・実践研修）修了証の写

し 

☐サービス管理責任者の配置にかかる誓約書（参考様式４

－３）※研修が未受講の場合のみ 

□研修受講済みのサービス管理責任者を配置できない理由

書（任意様式）※研修が未受講の場合のみ 

☐サービス管理責任者特区適用を希望する理由書 

□変更届・介給届連絡票※３ 
 

 

●次の場合にも変更届が必要となります。 

①婚姻等による氏名変更、又は引越し・住居表示変更等による住所

変更のみの場合 

②退職等によりサービス提供責任者数が減少するのみの場合 

□変更届出書（様式第 4 号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

 

郵 送 

サービス管理責任者の数に増減 

があった場合、運営規程の変更も 

必要です。運営規程の項目もご参 

照ください。 

 

 

協力医療機関

の名称及び診

療科名並びに

当該医療機関

との契約の内

容 

 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□協力医療機関との契約の内容（参考様式１１） 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

郵 送 

 

 

提携就労支援 

機関の名称 

 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

郵 送 

 

 

主たる対象者 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

☐運営規程 

☐指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由 

 （参考様式１５） 注２ 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

来 庁 

注２主たる対象者を特定しない

場合は、参考様式１５は不要で

す。 

 

主たる対象者の範囲を狭める場

合は郵送でも可能です。 

次ページへ続く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆サービスの情報の変更 提出書類 続き 

変更する事項 提出書類 届出方法 留意点 

 

運営規程 

①利用定員・従たる事業所に関する変更等 

□変更届出書（様式第４号） 

 

来 庁 
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 □指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-2） 

□運営規程 

□介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表（介給 12） 

 （変更のあった箇所のみ記載。利用定員数以外に変更が

ある場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届

出の提出書類一覧」を参照してください。） 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

 

 

 

 

②営業日・営業時間 

③サービス提供日・時間 

④従業者数の変更 

⑤通常の事業の実施地域 

⑥利用者から徴収する費用の額 

⑦区画整理等による住居表示の変更 

⑧上記以外の変更の場合 

□変更届出書（様式第４号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□運営規程 

□変更届・介給届連絡票※３ 

 

●③、④の場合以下の書類を追加 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-2） 

□従業者の資格を証する書類（資格要件の定められてい

る職種のみ） 

●⑦の場合以下の書類を追加 

 □住居表示変更の証明書等の写し 

（⑦の変更の場合は、運営規程の提出は不要です。事業

所において運営規程を変更しておいてください。） 

 

 

郵 送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更届に運営規程の変更前、変更

後の内容を記載してください。 

 

従業者数のみの変更の場合、その

度の届出は不要です。但し、指定

基準を満たさなくなる場合は、届

出が必要です。 

 

 

※１：指定に係る記載事項（付表 12）については、事業所情報と変更のあった箇所のみ記載してください。 

※２：従たる事業所がある場合は（付表 12－２）、多機能型事業所については（付表１５）も添付してください。 

※３：変更届の受付を証する書類が必要な場合は添付してください。変更届の内容審査後、変更受付票をお返しします。

郵送による返却をご希望の場合は、定型封筒（切手貼付）を添付してください。 

 

【事業所の連絡先の変更について】 
事業所の電話番号、FAX 番号に変更があった場合は、法令上の届出事項ではありませんが、以下のとおり連
絡をお願いします。 

変更する事項 提出書類 届出方法 留意点 

 

事業所の連絡先 

（TEL 及び FAX） 

□変更届出書（様式第４号）  

郵 送 

変更届出書以外の様式を

用いて連絡することをご

希望の場合は、下記問合せ

先までご相談ください。 

次ページへ続く 

■変更申請について 
 ・対象となる申請内容 

①主たる事業所において既に指定を受けている事業を従たる事業所に新たに追加する場合 

②従たる事業所において既に指定を受けている事業を主たる事業所に新たに追加する場合 

③定員を増加する場合 

以上に該当する場合は、事前協議を経た上で、変更予定日の前月１０日までに下記の書類を準備のうえ、変更申請し
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ていただく必要があります。 

 また、就労継続支援Ａ型事業者は、雇用契約を締結している利用者による生産活動に係る事業の収入の額から当該事

業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額が、当該利用者に支払う金額の総額以上となるようにしなければなら

ない必要があることから、事前協議の際において過去６か月間の収支実績を提出していただきます。生産活動に係る事

業の収入の額から当該事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額が、当該利用者に支払う金額の総額以上であ

ることが確認できた上で、変更申請の書類の審査を行います。 

変更する事項 提出書類 届出方法 留意点 

 

・主たる事業所

において既に指

定を受けている

事業を従たる事

業所に新たに追

加 

 

・従たる事業所

において既に指

定を受けている

事業を主たる事

業所に新たに追

加 

 

□変更申請書（様式第２号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□運営規程 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-2） 

□従業者の資格を証明するもの（資格要件の定められてい

る職種のみ） 

□変更前及び変更後の平面図（参考様式５） 

□事業所内外の写真 

□居室面積等一覧表（参考様式６） 

□設備・備品等一覧表（参考様式７） 

□指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由

（参考様式１５） 注２ 

□土地･建物の賃貸契約書の写し又は登記簿謄本 

□建築基準法による検査済証等 

□防火対象物使用開始(変更)届の写し 

□損害賠償発生時の対応方法を明示する書類(損害賠償保

険証等)の写し 

□訓練等給付費算定に係る体制等に関する届出書等関係書 

 類 

□生産活動実績確認表 

 

 

来 庁 

注２主たる対象者を特定しない

場合は、参考様式１５は不要で

す。 

 
事業所の追加に伴い、サービス管

理責任者の配置が新たに必要に

なる場合は、当該変更に係る必要

書類も添付してください。 

 

利用定員の増加

（主たる事業所

又は従たる事業

所における事業

の追加によらな

い場合） 

□変更申請書（様式第２号） 

□指定に係る記載事項（付表 12）※１※２ 

□運営規程 

□従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表（参考様式 1-2） 

□従業者の資格を証明するもの（資格要件の定められてい

る職種のみ） 

□平面図 

□事業所内外の写真 

□居室面積等一覧表 

□設備・備品等一覧表 

□土地･建物の賃貸契約書の写し又は登記簿謄本 

□建築基準法による検査済証等 

□防火対象物使用開始(変更)届の写し 

□損害賠償発生時の対応方法を明示する書類(損害賠償保

険証等)の写し 

□訓練等給付費算定に係る体制等に関する届出書等関係書 

 類 

□生産活動実績確認表 

 

 

 

 

来 庁 

 

定員の増加に伴い、サービス管理

責任者の配置が新たに必要にな

る場合は、当該変更に係る必要書

類も添付してください。 

※１：指定に係る記載事項（付表 12）については、事業所情報と変更のあった箇所のみ記載してください。 

※２：従たる事業所がある場合は（付表 12－２）、多機能型事業所については（付表１５）も添付してください。 

 

  （問合せ先）柏原市福祉こども部福祉指導監査課  TEL 072-971-5202（直通） 


